
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

五

号

社
会
保
険
庁
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

25



社
会
保
険
庁
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

役
所
に
死
亡
届
を
提
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
、
年
金
の
支
給
が
続
い
た
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
過
去
十
年
間
、
全
国
で
何
件
発
生
し
て
い
る
の
か
。
案
件
ご
と
に
、
時
期
、
死
亡
届
受
理
以
降
の
支
払

期
間
、
支
給
総
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
原
因
と
再
発
防
止
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

二

本
来
の
業
務
以
外
で
年
金
加
入
者
の
個
人
情
報
を
閲
覧
し
て
い
た
社
会
保
険
庁
の
職
員
三
一
〇
人
が
処
分
さ
れ
た
。
具
体

的
に
は
、
誰
の
個
人
情
報
を
閲
覧
し
て
い
た
の
か
。
公
人
で
あ
る
国
会
議
員
の
み
に
限
定
し
て
氏
名
と
閲
覧
年
月
日
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
再
発
防
止
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

三

社
会
保
険
庁
が
過
去
一
年
、
随
意
契
約
し
た
契
約
案
件
に
つ
い
て
、
以
下
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
随
意
契

約
は
妥
当
だ
っ
た
の
か
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

�

契
約
年
月

�

契
約
内
容

�

金
額

�

契
約
企
業
名
（
役
員
等
に
元
社
会
保
険
庁
職
員
が
い
る
場
合
は
そ
れ
も
明
記
頂
き
た
い
）

一



�

な
ぜ
、
随
意
契
約
に
し
た
か
。

�

契
約
金
額
は
世
間
相
場
だ
っ
た
か
否
か
。

四

社
会
保
険
庁
が
過
去
一
年
、
入
札
を
実
施
し
た
中
で
、
一
社
し
か
入
札
参
加
者
が
お
ら
ず
、
そ
の
企
業
が
落
札
契
約
し
た

案
件
に
つ
い
て
、
以
下
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
契
約
の
妥
当
性
に
関
し
て
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

�

契
約
年
月

�

契
約
内
容

�

金
額

�

契
約
企
業
名
（
役
員
等
に
元
社
会
保
険
庁
職
員
が
い
る
場
合
は
そ
れ
も
明
記
頂
き
た
い
）

�

な
ぜ
、
一
社
し
か
応
札
が
無
か
っ
た
か
。

�

入
札
仕
様
書
に
問
題
は
無
か
っ
た
か
。

�

契
約
金
額
は
世
間
相
場
だ
っ
た
か
否
か
。

五

申
請
を
し
な
け
れ
ば
年
金
を
受
給
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
申
請
が
無
い
た
め
に
、
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
過
去
十
年
間
に
つ
い
て
以
下
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
問
題
は
無
か
っ
た
の
か
、
内
閣
の
見

二



解
を
問
う
。

�

年
度
ご
と
の
支
給
さ
れ
て
い
な
い
件
数

�

年
度
ご
と
の
支
給
さ
れ
て
い
な
い
金
額
総
額

�

申
請
忘
れ
の
可
能
性
も
あ
り
、
当
該
人
に
申
請
を
促
す
通
知
等
を
出
し
て
い
る
か
否
か
。
出
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ

の
理
由
。
社
会
保
険
庁
の
不
手
際
で
は
な
い
の
か
。

�

時
効
は
何
年
か
。

六

社
会
保
険
庁
職
員
が
公
益
法
人
の
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
関
し
て
、
以
下
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
是
非
や

法
令
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

�

公
益
法
人
名
、
宿
舎
名
、
宿
舎
の
住
所
、
社
会
保
険
庁
職
員
が
入
居
し
て
い
る
部
屋
の
間
取
り
、
家
賃

�

当
該
宿
舎
の
建
設
財
源
や
維
持
財
源
は
年
金
掛
け
金
財
源
か
否
か
。
年
金
掛
け
金
財
源
の
場
合
は
そ
の
金
額

�

誰
か
ら
の
依
頼
で
、
社
会
保
険
庁
職
員
が
入
居
し
て
い
る
の
か
。

七

社
会
保
険
庁
が
年
金
掛
け
金
財
源
で
購
入
し
た
公
用
車
を
、
職
員
や
そ
の
家
族
の
自
家
用
車
に
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
関
し

て
、
以
下
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
是
非
や
法
令
違
反
の
有
無
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

三



�

い
つ
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
購
入
し
た
か
。

�

購
入
し
た
職
員
の
部
署
と
役
職

�

購
入
車
名
、
年
式

購
入
元
名

�

職
員
の
購
入
金
額
は
い
く
ら
か
。

�

購
入
し
た
き
っ
か
け
は
。

�

世
間
相
場
通
り
の
適
正
な
購
入
価
格
か
。

八

社
会
保
険
庁
が
年
金
掛
け
金
財
源
で
購
入
し
た
公
用
車
を
一
〇
五
〇
円
で
下
取
り
に
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
以
下
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

�

年
式
と
車
名
、
下
取
り
し
た
法
人
名

�

な
ぜ
、
一
〇
五
〇
円
な
の
か
。
相
場
通
り
か
。
金
額
は
妥
当
と
考
え
る
か
。

九

社
会
保
険
庁
は
、
課
長
に
専
用
車
（
課
長
が
使
わ
な
い
時
は
共
用
）
が
あ
る
と
聞
く
が
事
実
か
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
内

閣
の
見
解
を
問
う
。

二
十
歳
代
の
本
庁
職
員
が
、
年
金
掛
け
金
財
源
で
購
入
し
た
運
転
手
付
き
の
黒
（
紺
）
塗
り
の
車
で
仕
事
に
出
か
け
る
こ

四



と
は
あ
る
か
。
そ
れ
は
適
正
だ
と
考
え
る
か
。
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

仮
に
適
正
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
。
改
善
す
る
お
つ
も
り
は
な
い
か
。

十

先
に
国
民
年
金
未
納
率
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
数
字
は
、
い
つ
管
理
職
の
決
裁
が
あ
っ
た
の
か
。

十
一

年
金
掛
け
金
財
源
で
購
入
し
た
職
員
用
全
身
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
は
、
全
部
で
何
台
、
い
く
ら
か
。
以
上
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
本
当
に
必
要
な
の
か
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

今
後
も
購
入
す
る
の
か
。
せ
め
て
、
年
金
相
談
に
来
ら
れ
る
方
々
が
利
用
で
き
る
場
所
に
設
置
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、

実
施
す
る
予
定
は
。

こ
の
費
用
は
年
金
事
務
費
か
。
年
金
事
務
費
と
は
年
金
事
務
に
必
要
不
可
欠
な
経
費
と
解
し
て
良
い
か
。

十
二

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
地
下
に
は
、
音
楽
同
好
会
の
た
め
の
防
音
室
が
、
年
金
掛
け
金
財
源
で
建
設
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
事
実
か
。
ど
ん
な
理
由
で
必
要
な
の
か
。
今
後
と
も
使
用
を
続
け
る
お
つ
も
り
か
。
ま
た
、
楽
譜
や
譜
面
台
も
年
金

掛
け
金
財
源
で
購
入
さ
れ
た
と
聞
く
が
事
実
か
。
金
額
は
。
こ
の
費
用
は
年
金
事
務
費
か
。

以
上
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
必
要
性
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

十
三

職
員
専
用
ゴ
ル
フ
練
習
場
は
、
今
後
廃
止
の
方
針
と
聞
く
。
廃
止
の
理
由
は
。
同
じ
よ
う
に
廃
止
を
検
討
す
る
も
の
は

五



他
に
あ
る
か
。
あ
れ
ば
す
べ
て
お
示
し
願
い
た
い
。

ま
た
、
職
員
専
用
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
よ
う
に
、
世
間
常
識
と
は
異
な
る
職
員
の
福
利
厚
生
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

十
四

年
金
掛
け
金
財
源
の
交
際
費
を
返
還
し
た
と
聞
く
。
誰
が
い
く
ら
、
ど
の
よ
う
な
名
目
に
使
っ
た
交
際
費
を
返
還
し
た

の
か
。
こ
の
交
際
費
以
外
で
、
返
還
す
べ
き
も
の
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
内
容
を
。

以
上
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
返
還
の
理
由
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

十
五

政
府
は
、
年
金
保
険
料
財
源
の
年
金
事
務
費
を
、
押
さ
え
る
旨
の
見
解
を
示
し
た
。
平
成
一
六
年
度
予
算
の
六
つ
の
宿

舎
、
一
〇
〇
台
以
上
の
購
入
予
定
の
公
用
車
は
、
全
面
凍
結
す
る
の
か
。

十
六

今
年
度
、
年
金
掛
け
金
財
源
で
、
年
金
事
務
費
や
福
祉
の
増
進
で
、
年
金
支
払
以
外
に
二
八
六
七
億
円
が
使
わ
れ
る
。

こ
れ
は
事
実
か
。
こ
の
金
額
の
中
の
、
ど
の
費
目
、
内
容
を
い
く
ら
凍
結
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。

六


